
2026年　　 月 　     日(金)開講

知的財産管理技能士とは？
企業・団体等における発明、実用新案、意匠、商標、
著作権、営業秘密、種苗等の知的財産を適切に
マネジメントする技能の習得レベルを公的に証明する
国家資格です。研究開発者・技術者、クリエイター、
デザイナー、経営企画、販売営業等々といったビジネス
モデルの創出に関わるすべてのビジネスパーソンにとって、
知財マネジメントスキルはますます重要になってきています。

静岡県立大学in
弁理士による人気の入門講座で国家資格【知的財産管理技能士】を目指そう!

*詳細は裏面の日程をご覧ください

居藤特許事務所  弁理士

社会人聴講生について

*参加希望者多数の場合は抽選

申込先

聴講料

静岡県立大学ホームページをご覧ください。

7,400 円 / 全 7回

静岡県立大学では、平成 22 年度に全学共通科目としてスタートし、
毎年好評の「知的財産管理入門」講座を令和８年度も開講します。
静岡県立大学の学生や教職員、社会人（社会人は所定の聴講料が必要）
どなたでも聴講できます。

地域・産学連携推進室

担当：權田（ごんだ）

〒422-8526　静岡市駿河区谷田 52番 1号
TEL：054-264-5124  / E-mail：renkei@u-shizuoka-ken.ac.jp
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「社会人聴講生募集のお知らせ（令和８年度前期）」
https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/cooperation/public-lecture/auditor/

申込期間：令和８年３月２日 ( 月 ) ～1１日 (水 )

草薙キャンパス知的財産管理入門知的財産管理入門

特許法・意匠法・商標法・著作権法など
ビジネスに役立つ知識を基礎から学べます！

講師 : 居藤 湖都
居藤特許事務所  弁理士



令和８年度 『知的財産管理入門』 日程表
金曜日　1限目（9：00~10：30）

全7回
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月 /日 授業内容

【イントロダクション】
知的財産・産業財産権とは /知的財産を保護する必要性と法体系
【特許法①】
目的 /保護対象 / 特許要件

【特許法②】
特許出願の手続き/ 特許権の活用と管理 /
特許権の侵害と救済 / 特許取得の得失

【実用新案法】
特許法の相違
【意匠法①】
目的 /保護対象 /登録要件 / 意匠登録を受けるための手続き

【意匠法②】
意匠権の管理と活用 / 意匠権の侵害と救済
【商標法】
目的 /保護対象 /登録要件 / 商標登録を受けるための手続き/
商標権の管理と活用 / 商標権の侵害と救済

【知的財産に関する条約】
パリ条約 / 特許協力条約（PCT）/その他条約
【著作権法①】
目的 / 著作物とは / 著作者とは

【著作権法②】
著作者人格権 / 著作財産権 / 著作権の制限 / 著作隣接権 /
著作権の侵害と救済

【知的財産に関するその他の法律】
不正競争防止法 /民法 / 独占禁止法 / 種苗法 / 弁理士法

※日程は変更する場合があります。
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